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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和２年７月１日 

件  名 
緊急経営資金（新型コロナウイルス対策資金）の融資あっせん受付件数及び

セーフティネット保証受付件数について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

令和２年３月９日から新型コロナウイルス感染拡大による緊急経営資金

のあっせん融資を実施している。５月末日時点までの融資あっせん件数にあ

わせてセーフティネット・危機関連保証の申請状況を報告する。 

 

１ 受付件数等 

融資種類 
内訳 

合計 
※参考 

  ３月 ４月 ５月 

緊急経営資金

（申込件数） 
1,510件 827件 2,337件 839件 

融資実行件数 683件 882件 1,565件 24件 

融資実行金額 4,877,200千円 6,100,600千円 10,977,800千円 185,500千円 

セーフティネッ

ト保証（４号） 
341件 767件 1,108件 140件 

セーフティネッ

ト保証（５号） 
44件 106件 150件 33件 

危機関連保証 56件 151件 207件 1件 

※ セーフティネット保証とは 

様々な突発的事由によって経営が困難（売上高等が減少）となった中  

小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証

を行うもの。市区町村が認定する。 

・ ４号 自然災害等の突発的災害。全都道府県を指定。売上２０％減、 

保証協会１００％保証。 

・ ５号 全国的に業績が悪化している業種。売上５％減、保証協会 

８０％保証。 

・  危機関連保証 大規模な経済危機、災害等により中小企業につい 

て著しい信用の収縮が全国的に生じており、実際に売上高等の減少 

がみられる中小企業者を支援するための措置。セーフティネット 

保証との併用可能。売上１５％減、保証協会１００％保証。 

問 題 点 

今後の方針 

緊急経営資金の件数は、４月に比べ落ち着いている状況であるが、代わりに

セーフティネット及び危機関連保証の申請件数が増大している。今後も日々の

状況を注視し、件数の推移を見ながら、適宜進めていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和２年７月１日 

件  名 商店街アーケードの緊急撤去の完了について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下記商店街アーケードについては、道路管理者から安全指導を受ける等

の危険な状況を早急に改善するため、撤去工事を行っていたところである

が、令和２年３月に完了し、補助金の支払い等全て終了したので報告する。 

 

１ 商店街名 

  東和銀座商店街振興組合（アモール東和商店街） 

 

２ 経過 

（１）令和元年６月：第２回定例会補正予算承認 

（２）８月：商店街及び接道住民への説明会の開催 

（３）９月：東京都補助金決定 

（４）９月～令和２年３月：アーケード撤去工事 

（５）２月～３月：区街路灯設置 

（６）３月：東京都へ実績報告、東京都補助金確定、区補助金確定 

（７）５月：東京都補助金支払、区補助金支払 

 

３ 撤去工事費用 

  ６１，４２４，０００円   

 

４ 工事費用の負担内訳 

（１）東京都補助金（東京都政策課題対応型商店街補助金） 

  工事費用×８０％＝４９，１３９，０００円 

（２）区補助金（足立区商店街装飾灯等維持補修事業補助金） 

   工事費用×１５％＝９，２１３，０００円 

（３）商店街負担金 

   工事費用－（東京都補助金＋区補助金）＝３，０７２，０００円 

問 題 点 

今後の方針 

他の区内商店街アーケードについても各商店街及び道路管理者と連携

し、安全性の確認等を行っていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和２年７月１日 

件  名 商店街街路灯の撤去等状況について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度実施した区内全商店街街路灯の緊急点検（別紙１）において、

Ｅ判定（危険・撤去を要する）であった街路灯の撤去等の対応及び令和２

年度撤去予定の街路灯について報告する。 

１ Ｅ判定街路灯（１００本）の対応状況 

  Ｅ判定街路灯は令和２年度で全て対応完了となる。 

（１）令和元年度対応済み（撤去、建替え等）７７本 

（２）令和２年度対応（表１ ※） 

・ かもん明光会     １本撤去（７月予定） 

・ 綾瀬商店街振興組合 ２２本撤去（８月予定） 

【表１】商店街別Ｅ判定対応本数 

商店街名 
Ｅ判定 

対応済本数 

日ノ出町商店街灯会 1 

かもん明光会 0 

ミリオン通り商店街 1 

千住本町商店街振興組合 1 

北千住サンロード商店街振興組合 1 

千住大門商店街振興組合 2 

千住いろは通り商店会 1 

千住ニコニコ商店会 2 

大谷田商店会 1 

綾瀬商店街振興組合 2 

綾瀬二丁目商店会 1 

サンアヤセ商店街振興組合 1 

五反野駅前通り銀座会 5 

竹の塚ショッピングセンター 2 

竹の塚西口駅前商店会 1 

五反野ふれあい通り商店街灯管理委員会 43 

千代田商店街振興組合 5 

関三通り商店街振興組合 6 

梅島駅前通り商店街 1 

計 77 

※2年度撤去予定（1本） 

※2年度撤去予定（22本） 
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２ Ｅ判定を除く街路灯撤去予定（令和２年度） 

  商店街名 
街路灯の評価と撤去予定本数 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

大谷田商店会 18       

綾瀬商店街振興組合 2 1 1 2 

平野一丁目商店会 15       

関原不動商店街振興組合 22 4 1   

関原銀座会 37 8 2 3 

青井六丁目明るい街づくりの会 5 1 1   

興野銀座会 41       

計 140 14 5 5 

 

 

参考：商店街街路灯緊急点検結果（令和元年４月～９月実施） 

評価 街路灯の状態 本数 

Ａ 異常なし 1,892 

Ｂ 劣化はあるが異常なし 150 

Ｃ ５年以内に改修・撤去が必要 62 

Ｄ ３年以内に改修・撤去が必要 22 

Ｅ 危険・撤去を要する 100 

 合計本数 2,226 

 

  

 

問 題 点 

今後の方針 

令和３年度以降も、Ｃ、Ｄ判定（未対応７０本）や設置年の古い街路灯

から撤去、補修等の実施時期を商店街と協議の上決め、対応を促していく。 

 



別紙１

 商店街別緊急点検評価結果

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計

1 千住旭町商店街振興組合 85 4 89

2 日ノ出町商店街灯会 9 1 10

3 千住東町商店会 18 7 17 3 45

4 柳原商栄会 32 32

5 かもん明光会 19 1 20

6 ミリオン通り商店街 24 2 1 27

7 千住本町商店街振興組合 24 17 1 1 1 44

8 北千住サンロード商店街振興組合 21 1 22

9 北千住サンロード商店街 26 2 28

10 サンロード宿場通り商店街 30 30

11 北千住西口美観商店街振興組合 174 18 3 195

12 ハッピーロード商店会 28 28

13 千住緑町商店会 31 31

14 北千住昭和会 32 32

15 千住大門商店街振興組合 16 2 18

16 千住いろは通り商店会 38 1 39

17 千住ニコニコ商店会 35 3 2 40

18 千住エビス会 15 15

19 大正通り商店会 30 3 1 34

20 大門商店睦会 10 10

21 千住元町明光会 29 29

22 柳町仲通り電灯会 14 14

23 大谷田商店会 18 1 19

24 綾瀬商店街振興組合 6 3 10 4 24 47

25 綾瀬五丁目商店街振興組合 66 66

26 綾瀬二丁目商店会 32 2 2 1 37

27 サンアヤセ商店街振興組合 96 1 97

28 綾瀬西口本通り会 10 8 5 23

29 しょうぶ沼公園商店街振興組合 27 27

30 青井兵和通り商店街振興組合 9 42 8 2 61

31 五反野駅前通り銀座会 45 1 1 5 52

32 竹の塚一番街 38 38

33 竹の塚四季通り商店会 18 18

34 カリンロード商店会 19 19

35 竹の塚ニコニコ通り商店会 15 15

36 平野一丁目商店会 15 15

街路灯の評価
商店街名
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別紙１

 商店街別緊急点検評価結果

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計

街路灯の評価
商店街名

37 弘道商店会 6 6

38 青井六丁目明るい街づくりの会 5 1 1 7

39 竹の塚ショッピングセンター 7 1 2 2 12

40 竹の塚西口駅前商店会 18 1 1 20

41 竹の塚西口駅前中央通り商店街 35 2 37

42 西竹の塚商店会 35 2 37

43 五反野ふれあい通り商店街灯管理委員会 45 4 1 43 93

44 千代田商店街振興組合 35 1 5 41

45 梅田神明宮通り商店会 30 30

46 足立中央梅島商店会 29 1 1 31

47 梅田一丁目商店街 2 2

48 関原不動商店街振興組合 74 5 3 82

49 関原銀座会 37 8 2 3 50

50 関原銀座会（イーストロード） 10 1 1 12

51 本木中央通り商店会 60 1 61

52 関三通り商店街振興組合 15 4 6 25

53 西新井駅前商店会 10 10

54 興野バス通り商店会 27 1 28

55 梅島駅前通り商店街 28 4 3 1 36

56 西新井三栄商店会 22 22

57 興野銀座会 41 41

58 新田商店街振興組合 22 22

59 江北一番街商店街 9 1 10

60 舎人団地前商店街 22 22

61 西新井大師北参道商店街振興組合 23 1 2 26

62 神明通り商店会 28 28

63 西新井大師商栄会 46 5 1 52

64 江北仲通り商店会 17 17

合計 1892 150 62 22 100 2226
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和２年７月１日 

件  名 
小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応特

別枠）の申請件数について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和２年５月１８日から小規模事業者経営改善補助金（新型コロナ

ウイルス感染症対応特別枠）（※）の申請の受付を開始している。５

月及び６月１９日時点での申請状況について報告する。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の対策に要した経費を対象 

上限補助金額：２０万円（補助率４／５） 

  

１ 申請件数等 

 ５月 ６月 合計 

申請件数 73件 305件 378件 

交付決定件数 38件 218件 256件 

交付決定金額 6,043,000円 34,358,000円 40,401,000円 

※ ５月については、５月１８日から５月３１日分までを計上 

※ ６月については、６月１日から６月１９日分までを計上 

２ 主な申請内容 

（１）パソコン 

   テレワークやＷＥＢ会議で使用するため 

（２）マスク、消毒液 

   従業員や顧客への感染拡大防止のため 

（３）飛沫感染防止用パーテーション 

   店舗への来客者や従業員の安全確保のため 

３ 周知の具体策 

（１）区ホームページ、ＳＮＳ、あだち広報、公社ニュース「トキメ 

キ」掲載 

（２）関係機関への周知 

青色申告会、足立区商店街振興組合連合会、足立区工業会連合 

会、あだち異業種連絡協議会、足立ブランド企業、足立区農業委

員会 

問 題 点  

今後の方針 

今後も申請に関する問合せについては丁寧に対応し、また、申請受

付については、申請書類の内容を確認のうえ、速やかに支払い等の手

続きを進めていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和２年７月１日 

件  名 あだち区民まつり「Ａ－Ｆｅｓｔａ ２０２０」の中止について 

所管部課 産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あだち区民まつり「Ａ－Ｆｅｓｔａ ２０２０」について、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため、中止を決定したので報告する。 

なお、今後の感染症終息の見通しが立たないため、延期開催しない方

針である。 

                

１ 中止決定までの経緯 

（１）６月１１日に、あだち区民まつり運営団体と意見交換会を開催 

主な意見は以下の２点 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止を第一に考え、中止すべき 

・ 仮に開催されたとしても、感染リスクの恐れがあるため、自 

分の団体は参加できない 

（２）（１）の意見に基づき、６月１２日に区が中止方針を決定 

（３）足立区観光交流協会の理事・評議員に区の方針を伝え、関係者の 

意見を聞いた上で中止を正式決定（６月１６日決定） 

 

２ 中止決定の広報（予定含む） 

（１）プレスリリース ６月１６日実施 

（２）協会ホームページ、ＳＮＳ、Ａメール  

（３）「あだち広報」７月１０日号 

（４）公社ニュース「トキメキ」７月号 

(５) 本庁舎及び区の主な施設で「中止のお知らせ」を掲出 

 

３ 中止決定に伴う支出 

  発生しない（契約前の中止決定のため） 

 

４ 開催予定日 

  令和２年１０月１０日（土）、１１日（日） 

 

問 題 点 

今後の方針 

・ 幅広い年齢層に中止の情報を届けられるよう、今後も情報発信を継

続していく。 
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